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【手続補正書】
【提出日】令和3年3月19日(2021.3.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　上記態様によれば、外側配置部の外周面に備えられた溝に浸入した液体の少なくとも一
部は、溝を伝って鉛直方向の下方に流れた後、被覆部における挿入部側の端面を伝ってコ
ネクタの外部に排出されやすくなる。従って、塩分を含んだ水等の液体がシールド側シー
ル部材に至ることをより抑制できるため、当該液体に起因してシールド側シール部材の経
年劣化が促進されることがより抑制される。その結果、塩分を含む液体が接触することに
起因したシールド側シール部材のシール性の低下をより抑制できる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　上記態様によれば、被覆部における挿入部側の端面とケースとの間から外側配置部の外
周面と被覆部の内周面との間に浸入しようとする液体の少なくとも一部は、外側配置部の
外周面と被覆部の内周面との間に至る前に被覆部における挿入部側の端面に備えられた溝
に浸入できる。当該溝に浸入した液体は、当該溝を伝って鉛直方向の下方に流れた後、被
覆部における挿入部側の端面とケースとの間からコネクタの外部に排出されることが可能
である。このように、外側配置部の外周面と被覆部の内周面との間に浸入しようとする液
体の少なくとも一部は、外側配置部の外周面と被覆部の内周面との間に至る前にコネクタ
の外部に排出されることができる。従って、塩分を含んだ水等の液体がシールド側シール
部材に至ることをより抑制できるため、当該液体に起因してシールド側シール部材の経年
劣化が促進されることがより抑制される。その結果、塩分を含む液体が接触することに起
因したシールド側シール部材のシール性の低下をより抑制できる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
　第２装着溝４６にはシールド側シール部材７１が配置されている。本実施形態では、シ
ールド側シール部材７１はゴムリングである。シールド側シール部材７１は、環状をなす
本体部７２と、本体部７２から突出した複数の位置決め凸部７３とを有する。本実施形態
では、位置決め凸部７３は、本体部７２の延びる方向に離れた４箇所で本体部７２の幅方
向の両側に突出している。本体部７２と位置決め凸部７３とは一体に形成されている。シ
ールド側シール部材７１は、本体部７２が外側配置部４１に外嵌されるように第２装着溝
４６に収容されている。そして、シールド側シール部材７１は、第２装着溝４６の底面に
液密に密着している。また、シールド側シール部材７１は、複数の位置決め凸部７３がそ
れぞれ位置決め凹部４８内に配置されることにより、外側配置部４１に対する外側配置部
４１とシールド側シール部材７１とが相対回転する方向の位置決めがなされている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７１】
　・外側配置部４１の外周面が有する第２浸入抑制溝４９の形状は上記実施形態の形状に
限らない。第２浸入抑制溝４９は、外側配置部４１の外周面におけるシールド側シール部
材７１と挿入部３１との間の部分に、外側配置部４１の全周にわたって連続的に設けられ
たものであればよい。例えば、第２浸入抑制溝４９は、第２浸入抑制溝４９の延びる方向
と直交する断面の形状が円弧状、多角形状等、矩形状以外の形状をなすものであってもよ
い。また、上記実施形態では、第２浸入抑制溝４９は、外側配置部４１の外周面上に装着
凸部４７ａが設けられることにより外側配置部４１の外周面に溝状に形成されている。し
かしながら、第２浸入抑制溝４９は、外側配置部４１の外周面から内側に凹設された溝で
あってもよい。また、第２浸入抑制溝４９は、第２装着溝４６より浅くてもよいし、第２
装着溝４６より深くてもよい。
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